
 

 

 

 

平成 29 年 11 月８日 

 

各 位 

 

会 社 名 I N E S T 株 式 会 社 

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長  上 村 陽 介 

 ( コ ー ド 番 号 3 3 9 0  東 証 J A S D A Q ） 

問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長  片 野 良 太 

 （ T E L ： 0 3 - 6 8 9 2 - 3 8 6 4 ） 

 

 

内部調査委員会の調査報告書受領等に関するお知らせ内部調査委員会の調査報告書受領等に関するお知らせ内部調査委員会の調査報告書受領等に関するお知らせ内部調査委員会の調査報告書受領等に関するお知らせ    

 

平成 29 年９月 22 日付「当社元役員による不正行為の疑いに関するお知らせ」および平成 29

年 10 月 26 日付「内部調査委員会による調査の経過について」にて公表しましたとおり、当社は、

元役員の不正行為の疑いについて、社外監査役２名および不正調査等に豊富な経験を有する外部

専門家２名から構成される内部調査委員会（委員長には外部専門家が就任）による調査を進めて

まいりました。 

この度、内部調査委員会より、本日付で調査報告書を受領致しましたので、お知らせ致します。 

 

 

１．内部調査委員会の調査報告書の内容について 

添付資料「調査報告書」をご参照ください。なお、内部調査委員会の見解を踏まえ、当社グル

ープおよび取引先の営業秘密や個人情報の保護の観点等を考慮の上、部分的に非開示という形で

の公表としております。 

 調査報告書「第３ 本件調査の結果１（２）本件不正行為」の概略に記載のとおり、元役員は

平成 24 年５月より直近まで当社子会社を利用して、当社子会社が複数の取引先に支払った金銭

の一部について不正に受領していました。当社は、平成 29 年９月 22 日付「当社元役員による不

正行為の疑いに関するお知らせ」において元役員が当社および当社子会社から不正に資金を流出

させた金額は、元役員による自己申告額として約 100 百万円と公表致しましたが、社内調査の結

果、当社子会社から不正に流出したと見なされる資金（以下「資金流出額」といいます。）が、

総額で約 160 百万円であることが判明致しました。元役員への聴取、取引業者へのヒアリングお

よび帳票（関連資料を含みます。)との突合により把握された各年度における資金流出額は、以

下のとおりです。 

 



 

決算期 資金流出額  

平成 25 年３月期 15 百万円  

平成 26 年３月期 24 百万円  

平成 27 年３月期 32 百万円  

平成 28 年３月期 31 百万円  

平成 29 年３月期 45 百万円  

平成 30 年３月期 11 百万円  

合計 160 百万円 ※百万円未満切り捨て 

なお、当社は、損害額が確定した際に充当する目的で元役員から現金 60 百万円を預かると共

に、有価証券約 65 百万円（平成 29 年９月 30 日現在の時価）の担保差入を受けており、これら

の合計約 125 百万円を資金流出額から差し引いた、現時点で未回収の資金流出額は、約 35 百万

円となります。なお、この数値には、本件の発覚によって生じうる税金費用の変化や今回の調査

に関する費用を含んでおりません。 

 

２.決算に与える影響について 

過年度において費用認識されていた資金流出額は、元役員への未収金または適切な科目の債権

に振り替えることになりますが、同時に当該未収金または債権の性質を考慮すると同額の貸倒引

当金を計上すべきと考えられますので、仮に過年度決算を訂正した場合にも、段階損益には影響

がありうるものの過年度の連結財務諸表に与える影響が軽微であることから、過年度の決算の訂

正を行うまでの事由には該当しないと判断致しました。 

平成 30 年３月期第２四半期決算においては、当第２四半期中に元役員から預った資産の額（約

125 百万円相当）のうち、一部は営業利益に、残りは特別利益に計上される予定です。なお、数

値は調査報告書受領および社内の調査時点の概算額であり、税金計算等を織り込んだ正確な数値

は引き続き精査しております。また、平成 30 年３月期第３四半期決算においては、本件の調査

費用等が計上される見通しです。精査の結果、開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開

示致します。 

 

３．決算短信の公表および四半期報告書の提出について 

平成30年３月期第２四半期決算短信の公表および平成30年３月期第２四半期報告書の提出に

つきましては、平成 29 年 11 月 14 日に行う予定です。 

 

４．今後の当社の対応について 

当社は、今回の調査報告書の内容を踏まえ、再発防止のための対応策の策定およびこれを推進

してまいる所存です。再発防止策の具体的な内容につきましては、確定次第改めてお知らせ致し

ます。 

 

当社の株主・投資家の皆様をはじめ、取引先および関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配

をおかけ致しておりますことを、深くお詫び申し上げます。 

 

以 上 






































































































































































































